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京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託募集要項 

 

１ 委託業務の概要 

（１）委託の名称  

京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託 

（２）主な業務の概要 

 京都市市役所証明書発行コーナーにおける窓口業務とそれに付随する業務 

（３）業務内容 

「京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のと

おり 

（４）契約期間 

契約締結日から令和７年１１月３０日まで 

（５）業務実施期間 

   詳細の内容は、仕様書のとおり 

ア 準備期間（契約締結日から令和７年３月３１日まで） 

イ 窓口業務委託期間（令和７年４月１日から令和７年１１月３０日まで） 

（６）委託金額の上限 

   ４２，７５０千円（※ 消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（７）履行場所 

   京都市市役所証明書発行コーナー（京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地） 

 

２ 参加資格について 

  次に掲げる要件をすべて満たす者（以下「有資格者」という。）とする。 

（１）京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第２２

条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者とする。 

なお、競争入札有資格者名簿に登載されていない場合であっても、京都市競争入札等取扱

要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有するものである場合は、競争入札参加有資格者とみ

なす。 

（２）公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札取扱要綱に基づく競争

入札参加停止の措置を受けていないこと。 

（３）団体又はその職員が暴力団の構成員でないこと。 

（４）本事業の主旨を十分に理解したうえで委託業務を実施できること。 

（５）近畿２府４県内（京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県）に事務所又は支

店、営業所を有し、委託業務履行場所まで１時間３０分以内であること。 

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基

づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再

生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 
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（７）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開始又

は破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

（８）個人情報の取扱について適切な保護措置を講じており、ISO/IEC27001又は JIS Q 27001及

びプライバシーマークの認証を受け、現在も保持していること。 

（９）過去５年（平成３１年度から令和５年度まで）の間に、地方公共団体から証明書発行業務

（専用端末の操作を含む。）を、１年以上元請けとして受託し、適切に業務を実施している

こと。 

（１０）契約の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体（以下「コンソ 

ーシアム」という。）を結成する場合は、全ての事業者が上記（１）～（７）を、事業者側

で定めた代表幹事事業者が、上記（１）～（９）を満たしていること。  

     なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、企画提案書等の提出時に「市役所証

明書発行コーナー窓口業務委託に関する協定書」（様式３）を併せて提出すること。 

 

３ 参加手続について 

（１）関連書類の交付 

プロポーザルに関する書類を、京都市ホームページ「京都市情報館」上で、次のとおり交

付する。 

ア 交付書類 

（ア）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託募集要項（本書） 

（イ）参加申出書（第１号様式） 

（ウ）参加資格要件確認書（第２号様式） 

（エ）実績調書（第２－１号様式） 

（オ）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務に関する協定書（第３号様式） 

（オ）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託仕様書等に係る質問票 

（第４号様式） 

（カ）管理責任者、副管理責任者、業務従事者に係る一覧（第５号様式） 

（キ）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託受託候補者選定基準（別表） 

（ク）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託仕様書 

（ケ）委託契約書（案） 

（２）参加申出書等の提出について 

プロポーザルの参加を希望する者は、次のとおり、参加申出書等を郵送（書留郵便に限る。）

又は直接持参することにより提出すること。 

ア 提出書類 

（ア）参加申出書（以下「申出書」という。）（第１号様式） 

   コンソーシアムを結成して参加する場合は、各事業者の役割分担を記載した資料（様

式は任意とする。）を添付すること。 

（イ）参加資格要件確認書（第２号様式） 

（ウ）京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託に関する協定書（第３号様式） 
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（エ）その他参考書類（会社概要・経歴・沿革がわかるもの） 

   なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、その代表幹事事業者について会社

概要を提出すること。 

京都市競争入札参加有資格者でない場合のみ、以下の書類を提出してください。 

   ・ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書（３か月以内に発行のもの） 

・ 登記事項証明書（全部事項証明）（３か月以内に発行のもの） 

・ 直近１年分の国税及び地方税（京都市分）の納税証明書（３か月以内に発行のもの） 

（国 税）直近１か年分の法人税又は所得税と、消費税及び地方消費税の未納がないこ

との証明書 

（地方税）京都市の法人市民税及び固定資産税の未納がないことの証明書 

・ 京都市暴力団排除条例に基づく誓約書（必要に応じて別途提供する） 

イ 提出部数 

    ２部（正本・副本） 

    ※ 副本は押印を要しない。 

ウ 提出期間 

令和６年１１月２７日（午後５時まで） 

※ 郵送の場合は、書留等受取記録が残る方法にて、上記指定日時までに提出先に必着

のこと。 

※ 持参の場合は、毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

に事前に連絡のうえ提出先に持参すること。 

※ 電子メールによる提出は認めない。 

エ 提出先 

「１４ 問合せ先及び提出先」参照 

（３）参加資格審査及び審査結果の通知 

提出された参加申出書等により参加資格の有無を確認する。その結果、参加資格の要件を

満たしていないと認められた者、指定する期間内に必要な書類を提出しない者及び参加申出

書等に虚偽の内容が記載されている場合は、本件プロポーザルに参加することはできないも

のとし、電話又は電子メールにより、理由を付してその旨を通知する。 

（４）参加資格審査後の取扱い 

有資格者が、企画提案書提出日において、参加資格の要件をひとつでも満たさない場合及

び提出書類に虚偽の記載をした時には、参加資格がないものとしてプロポーザルへの参加は

認めない。 

 

４ 質問について 

（１）質問のできる者 

本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、前記「３ 参加手続について」の参加申出

書を提出した者とする。 

（２）質問方法 

京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託仕様書等に係る質問票（第３号様式）を電

子メールにより「１４ 問合せ先及び提出先」に提出し、必ず電話で着信確認を行うこと。
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面談又は電話での質問は一切受け付けない。 

なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、代表幹事業者からの質問のみを受け付

け、コンソーシアムの構成員からの質問は受け付けない。 

（３）質問提出期限 

令和６年１１月２７日（午後５時まで） 

※ 質問提出期限後の質問は、一切受け付けない。 

（４）回答日及び回答方法 

質問に対する回答は、令和６年１２月４日までに、参加申出書の提出を行った事業者の担

当者に対し、質問提出期限内に受領した全ての質問内容及び回答を電子メールにて送信する。 

なお、本市の回答は、募集要項等を補足する効力を持つものとする。 

 

５ 企画提案書等の提出について 

必要な提出書類を作成し、期限までに郵送又は直接持参により提出すること。 

（１）提出場所 

「１４ 問合せ先及び提出先」参照 

（２）提出資料 

  ア 企画提案書（下記「６ 企画提案書の作成要領」参照） 

  イ 見積書及び経費内訳書（令和６年度分）（下記「７ 見積書及び経費内訳書の作成要領」

参照） 

（３）提出部数 

ア 印鑑を押印したもの１部 

イ 印鑑を押印しないもの８部 

ウ 電子データ（PDF形式）を格納したＤＶＤ又はＣＤ １枚 

（４）提出期限 

令和６年１２月１０日午後５時まで 

※ 郵送の場合は、書留等受取記録が残る方法にて、最終日の上記指定時刻までに提出先

に必着のこと。 

※ 持参の場合は、毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）に

事前に連絡のうえ提出先に持参すること。 

（５）その他 

ア この公募手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

イ 失格となる参加申出書、企画提案書等 

参加申出書、企画提案書等が、次の事項のいずれかに該当するものは、失格となる場合

がある。 

なお、失格となった場合は、別途通知する。 

（ア）提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

（イ）指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

（ウ）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

（エ）虚偽の内容が記載されているもの 
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ウ 制約事項 

（ア）提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（イ）提出された書類は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

（ウ）提出された書類は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製することが

ある。 

（エ）提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。 

（オ）提出された書類は全て返却しない。 

（カ）提出された資料が情報公開請求の対象となった場合には、請求者に公開することがあ

る。 

（キ）申出書提出後の辞退は、原則認めない。やむを得ない事情がある場合については、本

市担当者と協議のうえ、辞退届（様式自由）を提出すること。 

 

６ 企画提案書の作成要領 

（１）全般的な留意事項 

ア 提案者は、「仕様書委託業務内容」仕様書中 第２及び第３に基づき、提案すること。 

イ 企画提案書等の内容は見積金額の範囲内で提案者が必ず実現できる内容を記載すること。 

ウ 企画提案書等の内容について、その実現に必要となる費用はすべて受託者の負担とする。 

  エ 企画提案書の様式は、本市が定めているものを除き任意とし、その大きさ及び書き方は

原則Ａ４、縦長、両面横書きとする。ただし、図面等は、Ａ３の用紙をＡ４の大きさに折

り込むことも可。 

オ 目次は、各評価項目の記載箇所がわかるように作成すること。 

カ 「京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託受託候補者選定基準」（以下「選定基準」

という。）別表の評価項目に記載されている順に、評価基準の内容に沿って、仕様書に基

づき作成すること。 

キ 企画提案書の本文は、３０ページ以内で作成すること。 

ク 企画提案書は、表紙、目次、実施体制表、貴社独自の提案、実績表の順にとじること。 

  ク 仕様書の全面コピーや「仕様書のとおり」といった記述をしないこと。 

  ケ 企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、極力分かりやすい表現

で記載すること。理解しづらい用語や専門用語がある場合は、脚注や用語集などを付記す

ること。 

  コ 企画提案書は、次のとおり整えて提出すること。 

  （ア）正本：印鑑を押印したもの【提出部数：１部】 

     印鑑は、本市の業者登録に使用した印鑑を押印すること。業者登録がない場合は登記

又は印鑑登録している印鑑を押印すること。 

  （イ）副本：印鑑を押印しないもの【提出部数：８部】 

     表紙及び本文中に社名を記述せず、提案者が類推できる表現も入れないこと。 

  （ウ）上記（ア）及び（イ）の電子データ（ＰＤＦ形式）を格納したＤＶＤ又はＣＤ 

【提出枚数：１枚】 

  サ 提出された企画提案書が情報公開請求の対象となった場合には、請求者に公開すること
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がある。 

（２）企画提案書に記載する項目 

   選定基準の評価項目を参考に、以下の項目について記載すること。 

ア 基本的事項 

（ア）方針について 

円滑な委託業務の実施及び品質維持に当たっての基本方針、契約期間の各段階（事前準

備、市役所証明書発行コーナー窓口業務、引継ぎに至るまで）における構想及びそれを実

現させるための取組方針を記載すること。 

（イ）会社概要について 

本件委託業務を計画的かつ確実に実施できる能力があることをアピールすること。 

なお、コンソーシアムを結成して参加する場合は、その代表幹事事業者について会社概

要を提出すること。 

・ 設立年月日、資本金、従業員数 

・ 事業概要 

・ 設立時からの沿革 

・ 過去３年間における経常利益 

・ 過去の同類業務の受託実績（第２－１様式）及び成果 

イ 体制の確保について 

（ア）業務実施体制 

業務を遂行するための体制、要員（管理責任者、副管理責任者、業務従事者）について、

第４号様式を参考に、業務経験、資格等を含めて記載すること。一時的に業務の遅れが生じ

た際の応援体制や人員の補充等も含めて記載すること。 

（イ）従事者の採用及び研修等 

従事者の質と量の両方を確保するための採用方針及び方法、離職や休職が発生した際の

対応策、従事者の業務知識等の向上に向けた研修について記載すること。 

 （ウ）ＢＣＰについて 

    自然災害発生時（台風等で公共交通機関が途絶する場合を含む。）や、従事者に感染症

の罹患者が生じた場合の業務継続に対する考え方について記載すること。 

 （エ）ワークライフバランスへの配慮について 

    従事者に対するワークライフバランスに対する考え方を記載すること。 

 （オ）提案者の独自提案について 

ウ 委託業務の運営等について 

提案者において検討する事前準備の内容及び想定スケジュールのほか、以下の内容を記載

すること。 

 （ア）事前準備の内容及びスケジュールについて 

（イ）業務マニュアル（業務手順書・業務フロー）の作成について 

（ウ）業務の進捗等の管理について 

（エ）業務改善について 

   マニュアルの見直しによる業務改善、サービスレベルの維持・向上の方法について記載
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すること。 

 （オ）市職員との連絡について 

    本市職員との事務の引継ぎ、指示の受け方について記載すること。 

（カ）申請書や本人確認書類の不備等により来庁者に手戻りを生じさせることがないようにす

るための説明・対応方法の工夫について 

（キ）証明書発行手続に係る総時間の短縮を図ることができる具体的な方策について 

 （ク）リスク管理について 

    想定し得るリスク及びトラブルが発生した場合の対応方針について記載すること。 

 （ケ）繁忙期における円滑な業務運営に対する工夫について 

 （コ）契約期間終了後の次期事業者への引継ぎ手法について 

 （サ）提案者の独自提案について 

エ 個人情報保護について 

 （ア）個人情報保護に対する会社の方針、管理方法や取扱方法 

 （イ）個人情報統括管理者及び管理者責任者を中心とした内部統制や内部監査といった組織的

な対策 

 （ウ）個人情報保護のための研修や守秘義務の確保に向けた取組 

 （エ）情報事故発生時の対応策 

 （オ）提案者の独自提案について 

 

７ 見積書及び経費内訳書の作成要領 

次のとおり作成し、所在地、商号又は名称及び代表者名を記載のうえ、印鑑を押印したもの

を１部提出するとともに、提案者名を類推できる表現を削除した同写しを企画提案書に添付す

ること。 

（１）見積書は、独自提案の事項も含めて、本業務委託に要する全ての経費を積算すること（消

費税及び地方消費税を含む）。 

（２）経費内訳書は、見積書に記載した経費の内訳を、単価、工数（人、日）その他必要な経費の

区分がわかるように記載すること。 

 

８ 企画提案書に関するプレゼンテーション 

提出された企画提案書等の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施す

る。 

（１）実施時期 

令和６年１２月１３日又は１６日（予定） 

（２）実施場所 

京都市役所分庁舎地下１階（予定。詳細は決定次第、電子メールにて担当者に通知する。） 

（３）注意事項等 

ア プレゼンテーションの出席者の人数は、５名以内とすること。 

イ プレゼンテーションの実施時間は、４５分以内とし、企画提案の説明時間は、２０分以

内、本市からの質問及びその回答時間は、２５分程度とする。 
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ウ プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。 

  なお、オンラインでのプレゼンテーションは認めない。 

エ プレゼンテーションの方法は提案者の任意とする。ただし、機器を用いて説明を行う場

合、事前に申し出ること。また、その場合、機器の組立てと設定、片付けの時間も実施時

間に含まれる。 

オ プレゼンテーションに必要となるプロジェクター及びスクリーンは本市で用意するが、

本市の無線ＬＡＮ及びネットワーク環境は使用できない。また、パソコンの使用を希望す

る場合は、事前に申し出ること。 

なお、パソコンを使用する場合、使用する電子データを格納したＤＶＤ又はＣＤを企画

提案書の提出に合わせて１枚、提出すること。 

カ 審査は事業者名を伏せて行うため、プレゼンテーションにおいて提案者の名称等（提案

者を類推できる表現を含む。）は言及しないこと。 

 

９ 受託候補者の選定に関する審査 

（１）審査委員会 

審査委員会は以下の委員で構成する。 

  ・文化市民局地域自治推進室マイナンバー・業務改革推進担当部長 

・文化市民局地域自治推進室区政推進課長 

・文化市民局地域自治推進室戸籍・住基事務センター担当課長 

・文化市民局地域自治推進室担当係長 

（２）審査基準 

京都市市役所証明書発行コーナー窓口業務委託受託候補者選定基準別表のとおりとする。 

 

１０ 受託者の決定 

（１）受託候補者の決定 

前記「９ 受託候補者の選定に関する審査」に基づき、企画提案書等及びプレゼンテーシ

ョンの内容について審査を行い、審査員の評価点の平均点に基づき全ての提案者の順位を決

定し、最も優れていた者を受託候補者（第一交渉権者）に選定する。ただし、審査員の評価

点の平均点が満点の６割に満たない場合は受託候補者に選定しない。 

なお、参加者が１者のみであっても、プロポーザルは成立することとする。 

（２）審査結果の通知 

審査結果については、書面をもって通知する。（令和６年１２月１８日頃までに通知予定） 

なお、審査結果についての異議は一切受け付けない。 

（３）受託者の決定 

受託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。 

なお、受託候補者（第一交渉権者）と協議し、合意しなかった場合は、次順位の交渉権者

を新たな受託候補者として協議を行う。 

（４）選定結果の公表 

京都市ホームページ「京都市情報館」において、参加した事業者及び評価点を公開する。 
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１１ 契約について 

（１）契約手続等 

選定された受託候補者と協議のうえ、契約を締結する。 

なお、選定された受託候補者が契約の締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合及

びその他の理由により受託候補者との契約が締結できない場合は、次点者を受託候補者とす

る。 

（２）プロポーザル参加者間における下請負等の禁止 

プロポーザルにおいて選定された受託候補者（以下「選定者」という。）に対し、受託候補

者以外の者（参加申出書提出後に参加を辞退した者を含む。以下「非選定者」という。）が、

契約の履行に必要な物件又は役務を供給することを禁止する。 

ただし、選定者が、非選定者以外の者を経由して非選定者から契約の履行に必要な物件又

は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得な

い事由により、非選定者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要がある

ため、あらかじめ文書による本市の承諾を得たときを除く。 

（３）再委託の禁止 

   本委託業務の履行を第三者に委託することを禁止する。ただし、あらかじめ文書による本

市の承諾を得たときを除く。 

 

１２ 留意事項 

選定された受託候補者は、業務委託の開始時までに、委託業務の実施方法の詳細について

本市と協議のうえ、必要な準備を完了すること。 

 

１３ スケジュール 

日 時 内 容 

令和６年１１月２７日（午後５時まで） 参加申出書受付締切 

令和６年１２月 ４日 参加資格の要件を満たしていないと認められ

た者への通知 

令和６年１１月２７日（午後５時まで） 質問票受付締切（１２月４日までに回答）  

令和６年１２月１０日（午後５時まで） 企画提案書受付締切  

令和６年１２月１３日・１６日（予定） プレゼンテーション 

令和６年１２月１８日まで（予定） 受託候補者決定通知送付 

令和７年 １月上旬（予定） 契約締結 

 

１４ 問合せ先及び提出先 

   〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

                  （分庁舎地下１階） 

  京都市文化市民局地域自治推進室区政推進担当（担当：田村、清水） 
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   Tel （０７５）２２２－３０４８ 

   Fax （０７５）２２２－３０４２ 

   E-Mail kusei@city.kyoto.lg.jp 


